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令和 3年 1月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日 時       令和 3年 1月 25日（月） 午後 3時 40分から 

 

２ 場 所       教育プラザ 大会議室 

 

３ 出席者 

  教 育 長 早川 義裕   １番委員 大谷 和弘   ２番委員 中野 敏明 

  ３番委員 本間 倫子   ４番委員 山縣 知子 

 （教育長及び委員以外の出席者） 

  教育部長 柳澤祐人、歴史文化指導監 中西聰、教育総務課長 新部彰、教育総務課参事 戸

田正明、教育総務課参事 坪井義則、人権同和対策室室長 大島茂、学校教育課長 宮川高広、

学校教育課参事 手塚博史、社会教育課長 小嶋栄子、社会教育課参事 宮﨑英紀、文化行政

課長 新保誠吾、スポーツ推進課長 田中秀明、スポーツ推進課参事 石澤克明、オリンピッ

ク・パラリンピック推進室長 米川美樹、高田幼稚園長 中嶋 賢一、教育センター所長 竹

内学、高田城址公園オーレンプラザ館長 岩野俊彦、高田図書館館長 内藤祐子、直江津学び

の交流館長・直江津図書副館長 横手正実、青少年健全育成センター所長 山﨑光隆、歴史博

物館長・小林古径記念美術館長 宮崎俊英 

事務局 教育総務課副課長 柳澤直也、同副課長 塚田美和子、企画係長 内山陽平、企画係 

主事 櫻井美沙子 

 

４ 傍聴人  0人 

 

５ 会議に付議した事件 

 

教育長開会宣言   午後 3時 40分 

 

会議録署名委員の指名  山縣 知子 委員 

 

 

 

議案第 1 号 上越市学校適正配置審議委員会委員の委嘱及び解任について 

議案第 2 号 県費負担教職員の処分に係る内申について 

報告第 1 号 
専決処分した事件の承認について（雪害に係る市立幼稚園、小中学校の臨時休

業） 

報告第 2 号 
専決処分した事件の承認について（雪害に係る市立幼稚園、小中学校の臨時休

業） 



 2 

教 育 長 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

中 野 委 員 

 

教育総務課長 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教育総務課長 

 

教 育 長 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

教 育 部 長 

 

 議案第 2 号については、上越市教育委員会会議規則第 15 条の規定により、非公

開としてよろしいか。 

 

全委員同意 

 

議案第 1 号 上越市学校適正配置審議委員会委員の委嘱及び解任について、説明

を求める。 

 

 上越市学校適正配置審議委員会は、上越市立学校の学校教育の一層の充実及び振

興を目指し、全市的な視点から学校の適正配置について検討するために設置してい

るものである。このたびの委嘱は、上越市町内会長連絡協議会会長の交代により、

委員を委嘱及び解任するものであり、新たに委嘱する委員の任期は前任者の残任期

間である令和 3年 1月 26日から 3月 31日までである。 

 

議案について意見、質問を求める。 

 

 新たに委嘱する委員は、どこの町内会長か。 

 

南城町 4丁目である。 

 

それでは、議案第 1号について、ご承認いただけるか。 

 

原案どおり承認 

 

 ここからは非公開となる。  

議案第 2号 県費負担教職員の処分に係る内申について、説明を求める。 

 

 （非公開） 

 

議案について意見、質問を求める。 

 

 （非公開） 

 

それでは、議案第 2号について、ご承認いただけるか。 

 

原案どおり承認 

 

 ここからは公開となる。 

報告第 1 号から報告第 2 号 専決処分した事件の承認について（雪害に係る市立

幼稚園、小中学校の臨時休業）、一括して説明を求める。 

 

 報告第 1 号、報告第 2 号は、雪害に係る市立幼稚園、小中学校の臨時休業につい

て、上越市教育委員会教育長に対する事務の委任及び専決規則第 3 条の規定に基づ

き、専決処分したものである。なお、報告第 1 号は、1 月 12 日から 15 日までの臨

時休業について、報告第 2 号は、1 月 18 日から 19 日までの臨時休業についてであ

る。 

 

12 日から 15 日に加え、道路除雪が間に合わなかったため、18日、19日について

も一斉の臨時休業措置を行った。その間、放課後児童クラブについては、臨時開設

をし、希望者を受けることができた。特に大きなトラブルは無く、プレハブで放課

後児童クラブを開設しているところについては職員が屋根雪の除雪作業を行った。 

 

本日、大雪災害対策本部会議で示された学校関連の内容について追加で説明す

る。 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

まず、市道における通学路の歩道除雪について、除雪完了の目途を 1 月 27 日と

して進めているが、1 月 24 日時点の歩道の除雪状況は合併前上越市で 63％、大潟

区で 89％、頸城区で 94％であり、他区は全て完了している。主幹線や支線、県道

市道に至る車道が一段落し、通行不能路線が解消したため、現在歩道に注力し、除

雪をしていただいている。 

次に、一斉雪下ろし及び排雪に伴う市立小中学校等の対応について、高田の雪下

ろし、排雪エリアにある小学校 7 校、中学校 4 校は地域の方や教員からご協力いた

だき、様々な安全策を講じて通常の登校とした。通学路については、東本町小学

校、大町小学校、稲田小学校の 3 校のみ、緊急で新しい通学路を設定したが、それ

以外の学校は見守りなどを行うことで通常どおりとした。また、給食の食材ついて

も配送いただけた。高田幼稚園は、1 月 25 日、26 日の休園を予定していたが、排

雪作業が終了したため、1 月 26日から再開する。このエリアにある私立、国立、県

立の学校 16 校については、本日から全て通常の授業を実施している。放課後児童

クラブについては 1月 25日以降、通常開設する。 

学校が再開し、通学が心配されたが、車で通勤する方、通学路の沿道に住んでい

る方、事業所の商店の方など多くの方からご協力をいただき、何より教職員が付き

添いや立哨に最大限の努力をしていただいたことで、安全に学校が再開されてい

る。 

 

報告について意見、質問を求める。 

 

意見、質問なし 

 

それでは、報告第１号について、ご承認いただけるか。 

 

 原案どおり承認 

 

それでは、報告第 2号について、ご承認いただけるか。 

 

原案どおり承認 

 

 

閉会宣言      午後 4時 5分 

 

 

 

 令和 3年 2月 16日 

 

           上越市教育委員会 

 

              教育長     早川 義裕            

 

              会議録署名委員 山縣 知子  

 


